
広報いで R8-0311

　　小型家電回収をはじめます
　回収ボックスを町内３カ所に設置します

４月から

●回収できるもの
※回収ボックス投入口（約 55cm × 20cm）に入るものに限ります。

パソコン モニター タブレット 携帯電話・スマー
トフォン

モバイルバッテ
リー

　　カメラ デ ジ タ ル オ ー
デ ィ オ プ レ イ
ヤー

ハードディスク

電子部品が組み込
まれたおもちゃ

　ゲーム機 　　電卓 　ドライヤー シ ェ ー バ ー・
シェーバーの洗
浄機

カーナビ・ETC
端末

ラジカセ・その
他オーディオ機
器

DVD・ブルーレ
イレコーダー・
プレイヤー

ハンディクリーナー
（小さな掃除機）

メモリーカード・
USB メモリ

電灯のかさ・電灯スタンド・その他の
家電製品（電球・蛍光灯は「その他ご
み」）

回収ボックスの設置場所
設置場所 回収できる日 時間
井手町役場庁舎

月曜日～金曜日
（祝日・年末年始を除く）

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
いづみ人権交流センター 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
老人福祉センター賀泉苑 午前 9 時～正午、午後 1 時～午後 4 時 30 分

×回収できないもの
※以下のものは、小型家電として回収できません。
・ 家電リサイクル対象品（テレビ、エアコン、冷蔵冷

凍庫、洗濯機・乾燥機）とその部品（家電リサイク
ル制度により処分）

・ 乾電池（乾電池だけの袋を作って、カンの日に）
・ ボタン電池、ニッケル水素電池、鉛式バッテリー※

乾電池と同じ形のものでも、充電して繰り返し使う
電池を含む（民間の回収拠点または専門店へ）

・ 電球・蛍光灯（その他ごみ）
・ 自動車・バイク部品（販売店や自動車リサイクル業

者に）
・ 電気製品以外の金属製品（その他ごみ）
・ およそ 60cm までの家電製品で、回収ボックスに投

入できない大きさのもの（その他ごみ）

・ 回収ボックスが設置されている施設が閉
庁・休館している日や時間帯は回収できま
せん。

・ 回収ボックスに投入されたものは原則返却
や譲渡はしません。

・ 回収ボックスに投入されたものを持ち去る
ことは禁止します。

・ 事業所や町外から持ち込んだものを投入し
ないでください。

・ メモリーカード等の個人情報は自分で消去
するか、物理的に破壊してください。

●その他の注意事項
※ご確認のうえ適正にご利用ください

お問い合わせは、産業環境課（℡８２－６１６８）まで


